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厚労省が過労死等防止対策

大綱の改定案を公表  

◆平成 27 年に策定された現行版を改定  

厚生労働省は４月 24 日、過労死等防

止対策大綱の改定案を公表しました。大

綱では、過労死や過労自殺を防ぐために

国が取るべき対策がまとめられていま

す。３年ごとに見直すこの大綱を、政府

は今夏にも閣議決定する方針です。今回

の改定案では、将来的に過労死をゼロと

することを目指し、労働時間、年次有給

休暇の取得、勤務間インターバル制度お

よびメンタルヘルス対策について、数値

目標を設定することが盛り込まれまし

た。  

◆労働時間  

平成 32 年までに週労働時間 60 時間

以上の雇用者の割合を５％以下とすると

しています。また、長時間労働の是正対

策として、労働時間をＩＣカードなどの

「客観的な記録」で会社側が確認するこ

とを原則とすることが新たに明記されて

います。  

さらに、仕事と子育てや介護を無理な

く両立させるためには、長時間労働を是

正し、働く人の健康を確保することによ

って、ワーク・ライフ・バランスを改善

し、女性や高齢者が働きやすい社会に変

えていくため、原則として、月 45 時間

かつ年 360 時間とする時間外労働の限

度について周知・啓発を行う方針です。  

◆年次有給休暇の取得  

取得率は５割を切っています。これを

平成 32 年までに 70％以上とし、特に、

年次有給休暇の取得日数が０日の者の解

消に向けた取組みを推進するとしていま

す。  

◆勤務間インターバル制度  

欧州では１日 24 時間につき最低連続

11 時間の休息時間の確保を義務化して

いることを参考に、導入を促進します。

平成 29 年の調査では、制度の導入割合

はわずか 1.4％でした。制度を導入して

いない企業（92.9％）のうち制度を知ら

なかった企業が 40.2％で、この周知が

課題となります。今回、新たに数値目標

を盛り込むこととしています（数値は未

定）。  

◆メンタルヘルス対策  

メンタルヘルス対策に取り組んでいる

事業場の割合は、長期的には増加してい

るものの、56.6％と未だ５割台に留まっ

ています。これを平成 34 年度までに

80％以上とするとしています。また、

労働者のメンタルヘルスの不調の原因に

もなり得るパワーハラスメントへの対策

については、その予防・解決のための周

知・啓発を進めることが重要であるとし

て、平成 30 年３月の検討会での報告を

踏まえ、必要な対応を検討していくとし

ています。  

【厚生労働省～第 11 回過労死等防止対

策推進協議会 配布資料】  

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/000

0204334.html 
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